
 

操業安全対策事業実施要領 
 
（趣旨） 
第１条 この要領は、公益財団法人沖縄県漁業振興基金（以下「財団」という。）が、水産関係民

間団体事業補助金交付等要綱の運用について（平成 22 年 3 月 26 日付け 21 水港第 2597
号水産庁長官通知。以下「運用通知」という。）に基づき実施する沖縄漁業基金事業の台湾

漁船等対策の操業安全対策事業を実施するにあたり、財団が定める沖縄漁業基金事業交付

規則（平成 26 年 2 月 21 日施行）第１２２条の規定に基づき必要な事項を定める。 
 
（事業の内容） 
第２条 日台漁業取決め水域等で操業する沖縄県漁業者の安全操業の確保のために必要な機器の

整備等を行う。 
 
（事業実施者） 
第３条 本事業の事業実施者は、漁業協同組合又は水産庁長官が適当と認める者とする。 
 
（対象要件） 
第４条 日台漁業取決めの影響を受ける沖縄県漁業者が所属する沖縄県に住所を有する前条の法

人等とする。 
 

（対象機器等） 
第５条 補助の対象となる機器等は次に掲げるものとする。 

（１）自動船舶識別装置等 
ア．自動船舶識別装置（簡易型 AIS 送受信機） 
イ．表示用 GPS モニター及び重畳用接続端子（AIS 送受信機に接続するものに限る） 

（２）緊急位置通報装置等 
ア．緊急位置通報装置（簡易型船舶位置通報装置） 
イ．携帯無線標識（PLB） 

 
（対象経費） 
第６条 助成の対象となる経費は次のとおりとする。 

（１）機器又は装置及び接続機器（重畳用接続端子）の代金 
（２）設置費用 
（３）登録費用 
 

（助成金額） 
第７条 助成対象機器等の助成額は、第５条に定める（１）及び（２）のアは合計で上限２５０
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千円以内とし、（２）のイは上限６０千円以内とする。 
 

（実施計画の作成・承認） 
第８条 事業実施者は、事業を実施しようとするときは、毎事業年度、別記様式第１号により、

その事業年度の事業実施計画書を作成し、財団の承認を受けるものとする。変更する場合

は別記様式第２号により財団の承認を受けるものとする。 
２ 財団は、前項の実施計画書の承認を行う場合には、あらかじめ、運用通知第３の２－７

－（１）の（４）のアの（カ）のｄの（ｂ）の別記様式第 10-1 号により水産庁長官に協議

しなければならない。 
３ 財団は、前項の水産庁長官との協議により事業実施者に対し当該計画書の承認を通知す

るものとする。 
 

（交付申請） 

第９条 事業実施者は、財団より事業実施計画の承認を受けたのち、別記様式第３号より、財団

に交付申請を行うものとする。 

２ 財団は、前項の交付申請があったときは、書類審査の上、交付の諾否を決定し、申請の

あった事業実施者に通知するものとする。 

 
（業者の選定） 
第１０条 事業実施者は、第５条の対象機器等の取扱業者に通知し競争見積もりや競争入札を実

施し、最も廉価の落札額をもって業者の選抜を行うものとする。 
 
（契約書の締結） 
第１１条 事業実施者は、前条で選抜した業者と物品の売買契約書を締結するものとする。 

２ 事業実施者は、財団の承認を受けた機器等を設置等するときは、その使用者と物品貸

借契約を締結するものとする。 
 
（資産管理台帳等） 
第１２条 事業実施者は、対象となる機器等の資産管理台帳別記様式第４号を作成し耐用年数経

過後３年間保管するものとする。 
２ 事業実施者は、対象船舶名、所有者名及び機器等の登録番号簿を作成し前項の期間保 
管するものとする。 

３ 事業実施者は、この事業により助成を受けた通信機器等に関する管理規程を制定しな

ければならない。 
 

（助成金の概算払い） 

第１３条 事業実施者は、事業の円滑な実施に必要な場合は、別記様式第５号により、財団に概
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算払請求を行い、財団はこれを審査の上、適当であると認めた場合において、助成金の

概算払いを行うものとする。 

 
（事業実績の報告） 
第１４条 事業実施者は、事業を実施した事業年度における当該事業の成果等について、事業終

了後、遅滞なく、別記様式第６号により事業実績報告書を作成し、財団に提出するもの

とする。 
２ 財団は、前項による報告書の提出があった場合は、運用通知第３の２－７－（１）の

（４）のアの（カ）のｅの（ｂ）の別記様式第 10-2 号により水産庁長官に報告するもの

とする。 
 
（助成金額の確定） 
第１５条 財団は、第１４条の１の実績報告書及び添付資料（証憑等）の内容を精査し、第９条

の２により交付決定した内容に適合するものと認めたときは、交付すべき助成金の額を

確定し、当該事業実施者に通知するものとする。 
 
（助成金の請求等） 
第１６条 事業実施者は、前条の助成金の確定通知を受けた場合、別記様式７号の支払請求書を

作成の上財団に提出するものとする。 
２ 財団は、支払請求書を受領後、事業実施者が指定する銀行口座に助成金を振り込むも

のとする。 
３ 事業実施者は、助成金の受領後速やかに第１０条により選抜された業者に機器等の代

金の支払を完了しなければならない。 
 
（支払完了通知） 
第１７条 事業実施者は、前条の３の支払完了後に領収書の写し又は、支払を証明できる通帳の

写しを財団に提出しなければならない。 
 
附 則 
１ この要領は、平成 31 年 4 月 16 日から施行する。 
２ 令和 4 年 4 月 26 日一部改正 
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別記様式第１号 
 

〇〇  年度沖縄漁業基金事業（操業安全対策事業）実施計画承認申請書 
 
                                 〇〇〇〇第〇〇〇号 
                                 〇〇年〇〇月〇〇日 
公益財団法人沖縄県漁業振興基金 
理 事 長        殿 
 

住 所 
団 体 名 
代表者名 

 
 〇〇  年度操業安全対策事業実施計画書を下記の通り策定したので、沖縄漁業基金事業交付

規則第５７条の１の規定に基づき、承認を申請する。 
 
１．事業の概要 
 
２．事業の内容 

 
３．事業の経費 

 

４．機器等設置期間 
  交付決定日 ～ 〇〇  年  月  日 
 

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者

名） 
トン数 整備する機器名 

設置等  

予定日 

安全操業確保のために必要な 
機器の整備等に要する経費 

（全ての経費について記載する） 
備考 

     円  
     円  

合 計    円  

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者名） 
助成対象事業に 
要する経費 

負担区分 
備考 

財団助成金 事業実施者負担金 

  円 円 円  

  円 円 円  

  円 円 円  

合 計 円 円 円  
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別記様式第２号 
 
 

〇〇  年度沖縄漁業基金事業（操業安全対策事業）実施計画承認申請書（変更） 
 
 
                                 〇〇〇〇第〇〇〇号 
                                 〇〇年〇〇月〇〇日 
公益財団法人沖縄県漁業振興基金 
理 事 長        殿 
 

住 所 
団 体 名 
代表者名 

 
 〇〇  年  月  日付け沖振基第〇〇〇号で承認のあった〇〇  年度操業安全対策事

業実施計画について、沖縄漁業基金事業交付規則第５７条の１の規定に基づき、下記のとおり変

更した計画の承認を受けたいので、申請する。 

 
記 

 
１．事業の概要 
 
２．変更の理由 
 
３．事業の内容 
 
（変更前） 

 
 
 
 

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者

名） 
トン数 

整備する

機器名 
設置等予定日 

安全操業確保のために必要な 
機器の整備等に要する経費 

（全ての経費について記載す

る） 

備考 

     円  
     円  

合 計    円  
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（変更後） 

 
４．事業の経費 
（変更前） 

（変更後） 

 
５．機器等設置期間 
  交付決定日 ～ 〇〇  年  月  日 
 
 
 

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者

名） 
トン数 

整備する

機器名 
設置等予定日 

安全操業確保のために必要な 
機器の整備等に要する経費 

（全ての経費について記載す

る） 

備考 

     円  
     円  

合 計    円  

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者名） 
助成対象事業に 
要する経費 

負担区分 
備考 

財団助成金 事業実施者負担金 

  円 円 円  

  円 円 円  

  円 円 円  

合 計 円 円 円  

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者名） 
助成対象事業に 
要する経費 

負担区分 
備考 

財団助成金 事業実施者負担金 

  円 円 円  

  円 円 円  

  円 円 円  
合 計 円 円 円  
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別記様式第３号 
 

〇〇  年度沖縄漁業基金事業（操業安全対策事業）助成金交付申請書 
 
                                 〇〇〇〇第〇〇〇号 
                                 〇〇年〇〇月〇〇日 
公益財団法人沖縄県漁業振興基金 
理 事 長        殿 
 

住 所 
団 体 名 
代表者名 

 
 〇〇  年度において、下記のとおり操業安全対策事業を実施したいので、沖縄漁業基金事業

交付規則第５８条の１の規定に基づき、助成金       円の交付を申請する。 

 
１．事業の概要 
 
２．事業の内容 

 
３．事業の経費 

 

４．機器等設置期間 
  交付決定日 ～ 〇〇  年  月  日まで

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者名）
トン数 

整備する機

器名 
設置等   

予定日 

安全操業確保のために必要な 
機器の整備等に要する経費 

（全ての経費について記載する） 
備考 

     円  
     円  

合 計    円  

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者名） 
助成対象事業に 
要する経費 

負担区分 
備考 

財団助成金 事業実施者負担金 

  円 円 円  

  円 円 円  

  円 円 円  

 合 計 円 円 円  
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別記様式第４号 
 

〇〇  年度沖縄漁業基金事業（操業安全対策事業）に対する助成事業に係る財産管理台帳 

船 名
所 有
者 名

総 事
業 費

処 分 制 限 期間

種 別 規 格 品 番
設 置 場 所

設置年
月 日

合 計

事 業 の 内 容 経 費 の 区 分

適 用

処 分 状 況

助成金 その他
耐 用
年 数

処分制
限年月

日

承認年
月 日

処分内容

事業実施者名
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別記様式第５号 
 

 

〇〇  年度沖縄漁業基金事業（操業安全対策事業）助成金概算払請求書 

 

番   号 

年 月 日 

公益財団法人沖縄県漁業振興基金 

理事長   ○ ○ ○ ○ 殿 

住 所 

事業実施者名及び代表者氏名    印 

 

○○  年○○月○○日付け○○号で交付決定のあった○○  年度操業安全対策事業につい

て、沖縄漁業基金事業交付規則第５９条の２の規定に基づき、金     円を概算払いによっ

て交付されたく請求する。 

 

記 
 
１．事業の内容 

 

２．事業の経費 

 

 

 

 

 

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者名）
トン数 

整備した

機器名 
設置等の日 

安全操業確保のために必要な 
機器の整備等に要した経費 

（全ての経費について記載する） 
備考 

     円  
     円  
     円  

合 計 円  

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者名） 
助成対象事業

に要した経費 

負担区分 
備考 

財団助成金 事業実施者負担金 

  円 円 円  

  円 円 円  

  円 円 円  

合 計 円 円 円  
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３．助成金概算請求額 

 

４．添付書類 

（１）請求・領収書等の写し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

助成事業に要し

た経費 
財団助成金 

既受領額 今回請求額 残額 

金額 出来高 金額 出来高 金額 出来高 

円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 
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別記様式第６号 
 

〇〇  年度沖縄漁業基金事業（操業安全対策事業）実績報告書 
 
 
                                 〇〇〇〇第〇〇〇号 
                                 〇〇年〇〇月〇〇日 
公益財団法人沖縄県漁業振興基金 
理 事 長        殿 
 
 

住 所 
団 体 名 
代表者名 

 
○○  年○○月○○日付け○○号で助成金の交付決定の通知があった○○  年度操業安全

対策事業について、下記のとおり実施したので、沖縄漁業基金事業交付規則第６０条の１の規定

に基づき、報告する。 

 
 

記 
 
１．事業の概要 
 
 
２．事業の内容 

 
 
 
 
 
 
 

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者名）
トン数 

整備した

機器名 
設置等

の日 

安全操業確保のために必要な 
機器の整備等に要した経費 

（全ての経費について記載する） 
備考 

     円  
     円  
     円  

合計 円  
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３．事業の経費 

 

４．助成金概算請求額 

 
 

５．事業実施期間（実績） 

  〇〇  年  月  日 ～ 〇〇  年  月  日 

 

６．添付資料 
（１）通信機器等の管理規程（写し） 
（２）財産管理台帳（写し） 
（３）見積書（写し） 
（４）契約書（施行業者、設置漁業者）（写し） 
（５）入札関係資料（写し） 
（６）その他財団が提出を必要とするもの 

№ 
設置等対象 

（船名及び所有者名） 
助成対象事業

に要した経費 

負担区分 
備考 

財団助成金 事業実施者負担金 

  円 円 円  

  円 円 円  

  円 円 円  

合 計 円 円 円  

助成事業に要し

た経費 
財団助成金 

既受領額 今回請求額 残額 

金額 出来高 金額 出来高 金額 出来高 

円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％ 

12



 

別記様式第７号 
助 成 金 支 払 請 求 書 

 

 
事 業 名  〇〇  年度沖縄漁業基金事業（操業安全対策事業） 
 

※ 記載は、算用数字を使用し右詰で¥マークで閉める。 
 

 
上記のとおり請求します。 
 
   〇〇  年   月   日 
 
         事業実施者  住 所   
                団 体 名 
                代表者名    
 
 
 
                     公益財団法人沖縄県漁業振興基金 
                     理 事 長         殿 

 
請 求 額  

拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円 

          

交 付 決 定 額           

受 領 済 額           

今 回 請 求 額           

差 引 残 額           

振 込 先 金 融 機 関 名  
預 金 の 種 類  
口 座 番 号  
口 座 名 義  
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管理規程参考例 
通信機器等の管理規程 

事業実施者名 
（目的） 
第１条  この規程は、公益財団法人沖縄県漁業振興基金（以下「財団」という。）が、水産関係

民間団体事業実施要領の運用について」（平成 22 年 3 月 26 日付け 21 水港第 2597 号水産庁

長官通知。以下「運用通知」という。）に基づき実施する沖縄漁業基金事業の台湾漁船等対策

の操業安全対策事業で取得した通信機器等（以下「設備等」という。）の管理保全について定

める。 
（管理責任者） 
第２条 この設備等の管理責任者は、代表理事組合長（以下「組合長」という。）とする。 
（管理簿） 
第３条  この設備等の適正な管理を行うため資産管理台帳に掲載し、機種名、製造番号、規格、

数量及び耐用年数等詳細を記載し、補助金の適正化に関する法律に準拠して管理しなければ

ならない。 
2  設備等の貸与対象者の管理簿を作成し、氏名、船名、規模及び貸借契約番号等必要事項を

掲載して管理する。 
（設備等の貸与） 
第４条 この設備等の貸与期間は、耐用年数とする。 

2  この設備等の貸与対象者は、組合員とする。 
3  この設備等は、無償での貸付とする。 

（設備等の維持費等） 
第５条 この設備等を借受けた前条第２項の者は、その運用、管理に係る経費一切について負担す

る。 
（設備等の実態調査等） 
第６条  第２条の管理責任者は、毎年１回棚卸しを実施して設備の状況を確認し、管理報告書を

作成する。 
（貸与の取り消し） 
第７条  第４条第２項に定める者が、この設備等を善良なる管理を怠り滅失、陳腐化を招き使用

不能等となった場合は、理事会の議を経て貸与の取り消しをする。 
2  前項の取り消しの場合は、貸与設備に対する補助金の減価償却残額を回収する。 

（禁止） 
第８条  この設備等を転売若しくは故意に破損、滅失してはならない。 
（設備等の処分） 
第９条 この設備等を処分する場合は、財団の理事長の承認を得た上で理事会の決議により処分す

る。 
（規程の改廃） 
第１０条 この規程は、理事会の議を経なければ改廃することはできない。 
付則 
1.  この規程は、   年   月  日   理事会の決議に基づき制定したので   年  

月  日から施行する。 
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契約書の参考例（業者用） 
 
 
 
 
 
 
 
 

物 品 売 買 契 約 書 
 
 

（   年度沖縄漁業基金事業の台湾漁船等対策の操業安全対策事業） 
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物 品 売 買 契 約 書 

 
 
    （以下「甲」という。）と      （以下「乙」という。）は、下記の通り契約を

締結する。 
（物品の納入場所及び契約金額） 
第１条  物品の納品及び契約金額は次の通りとする。 

1. 納入場所 
（1） 下記の甲の所属船舶 

 
2. 納入期限       年  月  日 
3. 契約金額    一金        円 
〔上記契約金額の内消費税及び地方消費税は、契約金額に１０８分の８を乗じた        

円である。〕 
4. 契約保証金       免除 
（物品の納入） 

第２条  乙は、物品を納入しようとするときは、甲に通知し物品の持込と同時に納品書を提出

しなければならない。 
2.  物品の性質又は目的等によっては、甲の承認を得て分割して納入することができるもの

とする。 
3.  納入のため持ち込んだ物品は、甲の承諾を得なければ引き取ることはできないものとす

る。 
4.  この契約条項及び別添特記仕様書に記載されていない事項で物品の運用又は使用に必要

なもの（据付工事及び許認可申請等）は、乙の負担により行うものとする。 
（納入物品の検査） 

第３条  甲は、乙から提出された納品書に基づき物品検査を行い合否について判定しなければ

ならない。 
2.  乙は、甲の検査の合格を持って物品の引渡しを行わなければならない。 
3.  乙は、第１項の検査を受ける場合、甲の指定した日時及び場所において検査に立ち会うも

のとする。 
4.  乙は、甲の検査の結果不合格となった場合は、遅滞なく引き取り且つ速やかに代品の納入

をしなければならない。 
5.  代品の納入については、第２条及び第３条第１項から第３項に準じ行わなければならない。 

（保証） 
第４条   乙は、納入物品の引渡し後１年間は、その隠れた瑕疵等について無償でこれを補修

又は取替えなければならない。 
（賠償） 

船 名 所有者名 船 名 所有者名 
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第５条   乙が前条の定めに違反した場合は、甲は、それにより生じた損害金の全てを乙に請

求し乙はこれを賠償する。 
2.   甲は、乙がこの契約及び仕様書に定めたことに違反した場合は、乙の承諾なしに第３者

にその業務を代理執行させることができる。 
3.   乙は、甲が第３者に業務を代理執行させた費用全てを甲に支払わなければならない。 

（不可抗力） 
第６条  乙は、天変地変又はその他やむを得ない事情により物品の納入遅延が発生する恐れ又

は遅延する場合は、甲と協議の上納入期限を定めるものとする。 
（概算払い） 
第７条  甲は、第１条第３項の内、物品の納入済み分の一部について協議の上、乙の請求に基

づき概算額を乙の指定する金融機関の口座に振込み支払うことができる。 
（契約金額の精算払い） 
第８条  甲は、当該事業の引渡し完了後、乙の請求に基づき契約金額を乙の指定する金融機関

口座に振込み支払うものとする。 
2.  乙は、前条の概算払いがある場合は、その額を差引いた額を甲に請求し、甲は契約金

額からその額を差引いた額を乙の指定する金融機関口座に振込み支払うものとする。 
（違約金） 
第９条  甲、乙双方においてこの契約書に違反した場合は、相手方に対し、違反日数１日あた

り契約金額の 1,000 分の３に相当する金額を支払うものとする。 
2.  第６条に関する事象等による場合は除く。 

（譲渡等の禁止） 
第１０条  乙は、この契約から生ずる権利義務を第三者に譲渡又は担保に居してはならない。 
（協議） 
第１１条  この契約書に定めのない事項及び条文等に疑義が生じ、又はこの契約を変更する場合

は、甲、乙協議の上善処するものとする。 
 
 この契約の成立を証するため本書２通を作成し、甲乙記名押印の上各自１通を保有するものと

する。 
〇〇  年  月  日 

 
    住 所 
甲   名 称 
    代表者名 
 
    住 所 
乙   名 称 
    代表者名 
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第２条第４項関係別添 
特 記 仕 様 書 

 
1. 業務名 
2. 物品納入場所 
3. 物品納入期限 
4. 物品の引渡し検査 
5. 納入物品の規格等 
(1) 機器名 
(2) （1）に必要な部品 
① アンテナ 
②  
③  
④  

(3) 許認可等書手続きの完結 
(4) 第 3 条の検査立会 
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参考例 
 

年度沖縄漁業基金事業の台湾漁船等対策の操業安全対策事業機器設置等完了検査調書 
 

事業実施者名： 

 
完了検査実施年月日： 

 
施工業者名称 
立会人氏名 
事業実施者 
検査員氏名 

チ ェ ッ ク 項 目 チェック欄 
検査項目 
(1) 検査場所（行政区又は港名）（               ） 

 

(2) 機器設置場所（貸与船名） 
① （                ） 
② （                ） 

 

(3) 設置機器 
① 本体 機種名：    製造番号等： 
② アンテナ 
③ 起動状況  

 

 

所見 
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契約書の参考例（漁業者用） 
 

 
 
 

物 品 貸 借 契 約 書 
 
 
 
 

（   年度沖縄漁業基金事業の台湾漁船等対策の操業安全対策事業） 
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物 品 貸 借 契 約 書 

 
 
 
 

    （以下「甲」という。）と    （以下「乙」という。）は、   年度沖縄漁業基金

事業の台湾漁船等対策の操業安全対策事業による助成対象物品（機器）の貸借について次の条件

に基づき契約を締結する。 
（機器の貸付） 
第１条 甲は、甲の所属員である乙に対し、公益財団法人沖縄県漁業振興基金（以下「財団」と

いう。）の  年度沖縄漁業基金事業の台湾漁船等対策の操業安全対策事業による助成事業

（以下「操業安全対策事業」という。）の事業主体となって取得した機器（機種名：    製

造番号等：     製造年月日：      ）を無償で乙に貸し付ける。 
（機器の借用） 
第２条 乙は、甲が財団の操業安全対策事業により取得した機器を無償で借り受ける。 

2  乙は、第１項の機器を借受けた場合は、船舶局免許状等の写しを甲に提出する。 
（機器の運用における費用等） 
第３条 乙は、甲が財団の操業安全対策事業により助成を受け乙の所有船舶に設置又は貸与した

機器の借用に関する運用及び維持管理に係る費用を負担する。 
（機器の又貸し又は譲渡の禁止） 
第４条 乙は、前条第１項で甲から借受けた機器を他に又貸し、又は、譲渡しない。 
（機器の譲渡の特例） 
第５条 乙は、甲の他の所属員に第２条第１項の機器を譲渡する場合は、甲と協議の上、財団の

承諾を受け譲渡するものとする。 
（機器の貸出し期間） 
第６条 甲は、乙への機器の貸出し期間を耐用年数に準拠した期間とする。 

貸出期間：   年  月  日から   年  月  日まで（  年間） 
2  乙は、前項の期間内において不測の事態の発生により機器の破損又は使用不能となった

場合は、甲と協議の上財団の承認を得て措置するものとする。 
（機器の返納） 
第７条 乙は、対象船舶の廃止、廃業等による事由が発生した場合は、第１条で借受けた機器を

使用可能な状態にして甲に返納する。 
（違反に対する措置） 
第８条 乙は、第４条及び第７条に違反したときは、当該機器の減価償却残額を甲に金銭で支払

う。 
（担保） 
第９条 乙は、第１条で借受けた機器を担保するために第 10 条の連帯保証人を設置する。 
（連帯保証人） 
第１０条 連帯保証人   （以下「丙」という。）は、乙と連帯して本契約の各条項を履行する。 
（協議） 
第１１条 本契約に定めのない事項については、甲、乙協議の上善処する。 
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（保持） 
第１２条 本契約の証として、甲、乙、丙は、各自記名押印の上、各１通を保持する。 
 
〇〇  年  月  日 
 

    住 所 
甲   名 称 
    代表者名 
    住 所 
乙   名 称 
    代表者名 
    住 所 
丙   名 称 
    代表者名 
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